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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第３区分
【発行日】平成24年9月6日(2012.9.6)

【公表番号】特表2011-529525(P2011-529525A)
【公表日】平成23年12月8日(2011.12.8)
【年通号数】公開・登録公報2011-049
【出願番号】特願2011-521080(P2011-521080)
【国際特許分類】
   Ｃ１１Ｂ  13/00     (2006.01)
   Ｂ０１Ｄ  21/01     (2006.01)
   Ｃ０２Ｆ   1/56     (2006.01)
   Ｃ０２Ｆ   1/24     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ１１Ｂ  13/00    　　　　
   Ｂ０１Ｄ  21/01    １０７Ａ
   Ｂ０１Ｄ  21/01    １０７Ｂ
   Ｂ０１Ｄ  21/01    １０７Ｚ
   Ｃ０２Ｆ   1/56    　　　Ｃ
   Ｃ０２Ｆ   1/56    　　　Ｆ
   Ｃ０２Ｆ   1/24    　　　Ｄ

【手続補正書】
【提出日】平成23年7月8日(2011.7.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
食品又は動物加工処理廃水から獣脂を回収する方法であって、凝集剤を廃水に添加して廃
水中の浮遊している脂肪、油及びグリース粒子を凝集させ、固体廃棄物を廃水から分離し
、固体廃棄物を加工処理して獣脂を回収することを含んでなり、前記凝集剤がポリアクリ
ルアミド又はアクリルアミドコポリマーを含む、方法。
【請求項２】
食品又は動物加工処理廃水から脂肪、油及びグリースを固相に回収する方法であって、１
体積ｐｐｍ～３０体積ｐｐｍの凝集剤を廃水に添加して廃水中の浮遊している脂肪、油及
びグリース粒子を凝集させ、固体廃棄物を廃水から分離することを含んでなり、前記凝集
剤がポリアクリルアミド又はアクリルアミドコポリマーを含む、方法。
【請求項３】
凝集剤がカチオン性アクリルアミドコポリマー、アニオン性アクリルアミドコポリマー又
は非イオン性アクリルアミドコポリマーである、請求項１又は請求項２記載の方法。
【請求項４】
ポリアクリルアミド又はアクリルアミドコポリマーが、ポリアクリルアミド、ポリメタク
リルアミド、ポリ－Ｎ－メチロールアクリルアミド、ポリ－Ｎ，Ｎ－ジメチルアクリルア
ミド、ジアルキルアミノアルキル（メタ）アクリルアミドポリマー、ジメチルアミノプロ
ピルメタクリルアミドポリマー、ジメチルアミノプロピルアクリルアミドポリマー、アク
リルアミド／ジメチルアミノエチル（メタ）アクリレートメチルクロリド第四コポリマー
、アクリルアミド／アクリル酸コポリマー、アクリルアミド／２－アクリルアミド－２－
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メチルプロパンスルホン酸コポリマー及び２－アクリルオキシエチルトリメチルアンモニ
ウムクロリド／アクリルアミドコポリマーからなる群から選択される、請求項１又は請求
項２記載の方法。
【請求項５】
アクリルアミドコポリマーが、アクリルアミドプロピルトリメチルアンモニウムクロリド
、メタアクリルアミドプロピルトリメチルアンモニウムクロリド、アクリルアミドプロピ
ルスルホネート、アクリルアミド、又はこれらの混合物を含有するアクリル酸コポリマー
である、請求項１又は請求項２記載の方法。
【請求項６】
アクリルアミドコポリマーが、ジメチルアミノエチルメタアクリレート、アクリルアミド
プロピルトリメチルアンモニウムクロリド、メタアクリルアミドプロピルトリメチルアン
モニウムクロリド、アクリルアミドプロピルスルホネート、又はこれらの混合物を含有す
るアクリルアミドコポリマーである、請求項１９記載の方法。
【請求項７】
アクリルアミドコポリマー中のコモノマーとアクリルアミドのモル比が約１：９９～約９
９：１である、請求項３記載の方法。
【請求項８】
ポリアクリルアミド又はアクリルアミドコポリマーが約５００～約２００００００の数平
均分子量を有する、請求項１又は請求項２記載の方法。
【請求項９】
凝集剤を廃水に注入する、請求項１又は請求項２記載の方法。
【請求項１０】
凝集剤を浄化器、閉じ込め空気浮上分離システム又は溶解気泡浮上分離システムで廃水に
添加する、請求項１又は請求項２記載の方法。
【請求項１１】
廃水のｐＨ値を調節することなく凝集剤を廃水に添加する、請求項１又は請求項２記載の
方法。
【請求項１２】
凝集剤を約１体積ｐｐｍ～約３０体積ｐｐｍの量で廃水に添加する、請求項１記載の方法
。
【請求項１３】
固体廃棄物を沈殿させることにより廃水から分離する、請求項１又は請求項２記載の方法
。
【請求項１４】
固体廃棄物を浄化器又は浮上分離装置で廃水から分離する、請求項１又は請求項２記載の
方法。
【請求項１５】
浮上分離装置が溶解気泡浮上分離装置又は閉じ込め空気浮上分離装置である、請求項１０
記載の方法。
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